
やる気のある学生さんを応援します 

現在、大村市内にお住いで看護学校などに通学されている方、 

これから看護の学校に入学して勉強しようという方、 

みどりグループは将来看護師や准看護師になりたい学生さんを応援します。 

貸与金額 

ご 利 用 要 項 

応募の資格 

進学する学校について 

大村市内在住で現在、看護学校に通学している者、 
又はこれから入学する者 

授業料、入学金 
実習費等 

大村看護高等専修学校 
長崎県央看護学校高等課程及び同校専門課程 
向陽高等学校看護科及び同校看護専攻科 

貸与の期間 

1年～5年 

貸与者の決定 

書類審査及び面接の上、決定します。 

返還の免除 

資格取得後、次の期間みどりグループで勤務すると 
奨学金の返還を全額免除します。 

奨学金を受けた期間×1.5か年 

その他 

次の場合、奨学金の返還が必要です。 
1.本人が死亡したとき 
2.退学したとき 
3.心身、学業態度不良等で修学継続が困難と認めたとき 
4.借受人、保証人から貸付辞退の申し出があったとき 
5.返還免除の条件を満たせなかったとき 
6.その他 

奨学金ご利用手続きの流れ 

奨
学
金
を 

 

利
用
し
た
い
方 

① 

ま
ず
は
お
電
話
く
だ
さ
い 

② 

担
当
者
が
お
会
い
し
て 

詳
細
を
説
明
し
ま
す 

③ 

必
要
書
類
の
提
出 

④ 

書
類
審
査
・
面
接 

⑤ 

審
査
通
過
後 

貸
与
決
定
通
知
書
送
付 

⑥ 

給
付
開
始 

⑦ 

就
学
期
間
中 

 

給
付
は
続
き
ま
す 

⑧ 

まずはこちらにお電話ください。 
本人、保護者、学校関係者、どなたからのお電話でもかまいません。 

《お申込み・お問合せ窓口》 

〒856-0813 大村市西大村本町730-1 
TEL 0957-50-2021 FAX 0957-50-2025 

本部 

返還の免除 資格取得後、みどりグループで指定
の期間勤務すると、奨学金の返還を
免除します。 

奨学金は年度の途中からでもお申込みいただけます 

1年生の途中で 
利用開始した場合 

1年生 ２年生… 就業 

入学 卒業 

利用開始 

支 給 期 間 

この期間も遡って
支給します 

２年生以降の途中で 
利用開始した場合 

利用開始 

支 給 期 間 

この期間も遡っ
て支給します 

支給対象外 
× 


